
 

※この情報は作成日時点のものです。詳細は各事業所へお問い合わせください。 
【新宮町 事業所概要様式（Ver.1.0）】 

サービス種別 居宅介護 作成日 令和５年７月１４日 

事 業 所 名 

しんぐうまちしゃかいふくしきょうぎかい きょたくかいごじぎょうしょ 

新宮町社会福祉協議会 居宅介護支援事業所 

運 営 法 人 名 社会福祉法人 

事業所の所在地 新宮町緑ケ浜４－３－１ 福祉センター1階 

電 話 番 号 ０９２－９６３－０９２２ ＦＡＸ番号 ０９２－９６３－０１２７ 

メ ー ル shingu@deluxe.ocn.ne.jp 

ホームページ等 shingu-shakyo.or.jp 

受け入れ可能な障がいの種別 ☑身体     ☐知的     ☐精神     ☐難病     ☑障がい児 

サービス提供地域 原則、新宮町内 

定 休 日 
☐月    ☐火    ☐水    ☐木    ☐金   ☐土    ☐日    ☐祝日 

☐その他（        ） 

利用できる時間 平日：午前８時～午後６時 営業時間 平日：午前９時～午後５時 

定員と利用できる年齢層 定員：特になし（年齢層（特になし） 

送迎 ☑無し  ☐有り（※事業により異なる） 駐車場 
☐無し  

☑有り（福祉センター駐車場） 

サービス利用料以外の負担 ☐無し  ☑有り（    事業により自己負担あり    ） 

事業所の特色： 

「みんなの力で人にやさしい地域づくり」を目指して、住民一人ひとりの福祉ニーズに応える活動を積み

重ねながら、誰もが安心して暮らしていける「福祉のまちづくり」に積極的に取り組んでいます。 

 

事業の内容：（※定休日、利用時間、営業時間など詳しくはお問い合わせください。） 

○居宅介護サービス（障がい者福祉サービスを受給している人にヘルパーを派遣し、家事支援や身体

介助を行います。） 

○あんしん生活支援事業（自立支援法の支給時間以上のサービスを必要とされる人にヘルパーを派遣

し、日常生活のお手伝いをします。） 

○地域生活支援事業（自立支援法における障がい者の移動支援を行います。） 

 

 

http://www.shingu-shakyo.or.jp/

